
  

  

法定外の労災保険の付保に関する特記仕様書 

  

  

１ 受注者は、本工事に従事する者の業務上の負傷等に対する補償

に必要な金額を担保するため、法定外の労災保険に付さなけれ

ばならない。  

  

２ 前項で定める保険契約を締結したときは、その証券又はこれに

代わるものの写しを速やかに監督員へ提出すること。  

  

  

  

  


